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月
か
ら
国
民
健
康
保
険
が

月
か
ら
国
民
健
康
保
険
が

１０１０

一
部
変
更
に
な
り
ま
す

一
部
変
更
に
な
り
ま
す
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広
報
９
月　

日
号
で
お
知
ら
せ

１５

し
ま
し
た
様
に
、
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
６
月

　

日
に
国
会
で
成
立
し
、
同
月　

１４

２１

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
市
で
は
７
月
に

開
催
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
運
営

協
議
会
に
対
し
て
、「
医
療
保
険
制

度
改
革
に
伴
う
自
己
負
担
割
合
の

変
更
」「
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き

上
げ
」
に
つ
い
て
諮
問
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
同
協
議
会
に
お
い
て
、

「
法
律
等
の
改
正
趣
旨
に
沿
っ
て

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
し
た
答
申
内
容
を
受
け
た

こ
と
か
ら
、
９
月
開
催
の
第
３
回

市
議
会
定
例
会
に
改
正
条
例（
案
）

を
上
程
し
、
原
案
の
通
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

兼
高
齢
受
給
者
証
の
一
部 

負
担
金
割
合
が
変
更

　

現
在
、
前
期
高
齢
者
（　

歳
〜

７０

　

歳
の
方
〈
昭
和
７
年　

月
１
日

７３

１０

〜　

年
９
月
１
日
生
ま
れ
で
老
人

１１
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方
〉）
に
は
、
被
保
険
者
証

に
一
部
負
担
金
割
合
（
１
割
ま
た

は
２
割
）
が
表
記
さ
れ
て
い
る
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
高
齢
者

　

税
務
署
で
は
、
事
業
所
得
や
不

動
産
所
得
の
あ
る
方
に
青
色
申
告

を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の 

繰
り
上
げ
・
繰
り 

下
げ
は
慎
重
に

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則　
６５

歳
か
ら
の
受
給
で

す
が
、　

歳
か
ら　

６０

６５

歳
未
満
の
間
で
希

望
す
る
時
か
ら
受

給
す
る
繰
り
上
げ

請
求
や
、　

歳
に
達

６６

し
た
日
以
後
希
望

し
た
時
か
ら
受
給

す
る
繰
り
下
げ
の

申
し
出
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、受
給
す

る
時
期
を
選
択
で

き
ま
す
。

　

繰
り
上
げ
請
求

を
し
た
場
合
は
年

金
額
が
減
額
さ
れ
、

繰
り
下
げ
の
申
し

　

全
国
の
警
察
で
は
、「
守
ろ
う
よ

　

わ
た
し
の
好
き
な　

街
だ
か

ら
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に　

月　

日

１０

１１

（
水
）
〜　

日
（
金
）
の
期
間
、
全

２０

国
地
域
安
全
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、警
察
、防
犯
協
会
、

自
治
体
な
ど
の
関
係
団
体
と
地
域

の
方
が
一
体
と
な
っ
て
「
安
全
で

明
る
く
住
み
よ
い
街
づ
く
り
」
を

推
進
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の

で
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
「
後
を
絶
た

な
い
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
犯

罪
」「
新
た
な
手
口
に
よ
る
『
振
り

込
め
詐
欺
』」「
住
民
の
皆
さ
ん
を

不
安
に
陥
れ
る
侵
入
盗
」
な
ど
、

被
害
に
対
す
る
防
犯
対
策
を
考
え
、

「
安
全
で
明
る
い
住
み
よ
い
街
」を

実
現
し
ま
し
ょ
う
。

　
【
運
動
の
重
点
】子
ど
も
の
犯
罪

老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ後の増減額
旧支給率（％）新支給率（％）請求時の年齢

５８.０７０.０～７５.５６０歳０カ月～６０歳１１カ月

６５.０７６.０～８１.５６１歳０カ月～６１歳１１カ月

７２.０８２.０～８７.５６２歳０カ月～６２歳１１カ月

８０.０８８.０～９３.５６３歳０カ月～６３歳１１カ月

８９.０９４.０～９９.５６４歳０カ月～６４歳１１カ月

旧支給率（％）新支給率（％）申し出時の年齢

１１２.０１０８.４～１１６.１６６歳０カ月～６６歳１１カ月

１２６.０１１６.８～１２４.５６７歳０カ月～６７歳１１カ月

１４３.０１２５.２～１３２.９６８歳０カ月～６８歳１１カ月

１６４.０１３３.６～１４１.３６９歳０カ月～６９歳１１カ月

１８８.０１４２.０ ７０歳０カ月～

※昭和１６年４月１日以前生まれの方には旧支給率が、昭和
１６年４月２日以降生まれの方には新支給率が適用されます。

表　前期高齢者の一部負担金割合（１８年１０月１日適用）

収入金額（同一世帯の７０歳以上の被保険者および
老人医療受給対象者のすべての収入金額の合計額）前期高齢者の一部負担金

割合判定区分 ６２１万円以上
（４８４万円以上）

５２０万円以上６２１万円未満
（３８３万円以上４８４万円未満）

５２０万円未満
（３８３万円未満）

３割

３割→３割
※基準収入額適用申請が必
要（申請により自己負担限度
額「一般」を適用）

３割→１割
※基準収入額適用申
請が必要（申請がない
場合は３割と判定）

２１３万円以上市民税の課税所
得金額（同一世
帯の７０歳以上の
被保険者および
老人医療受給対
象者のうち、課
税所得金額が最
上位の方）

３割
（自己負担限度額「一般」を適用）

３割→１割
※基準収入額適用申
請が必要（申請がない
場合は右記と同じ）

１４５万円以上
２１３万円未満

１割１４５万円未満

※（　）内の金額は対象者が同一世帯に一人のときの金額です。
※課税所得金額とは、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額のことです。

　

月
か
ら
国
民
健
康
保
険
が

月
か
ら
国
民
健
康
保
険
が

１０１０

一
部
変
更
に
な
り
ま
す

一
部
変
更
に
な
り
ま
す

の
患
者
負
担
の
見
直
し
が
実
施
さ

れ
、一
定
以
上
所
得
が
あ
る
方（
課

税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
の

方
）
の
一
部
負
担
金
割
合
が
２
割

か
ら
３
割
に
な
り
ま
す
（
左
表
参

照
）。

　

３
割
に
な
る
方
に
対
し
て
は
、

新
し
い
保
険
証
兼
高
齢
受
給
者
証

を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
部

負
担
金
割
合
が
２
割
と
表
記
さ
れ

て
い
る
今
ま
で
の
保
険
証
兼
高
齢

受
給
者
証
を
同
封
し
た
封
筒
で
市

へ
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
な
お
、
一

部
負
担
金
割
合
が
１
割
の
方
に
つ

い
て
は
、
現
在
お
持
ち
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給

者
証
で
そ
の
ま
ま
受
診
が
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
�
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。一

部
負
担
金
割
合
の 

軽
減
等
の
申
請
書
を 

送
付
し
て
い
ま
す

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に

よ
る
高
齢
者
の
患
者
負
担
の
見
直

し
に
伴
い
、
申
請
に
よ
り
一
部
負

担
金
割
合
が
３
割
で
も
１
割
負
担

と
な
る
場
合
の
あ
る
方
や
、
公
的

年
金
等
控
除
の
見
直
し
に
伴
う
経

過
措
置
に
該
当
さ
れ
る
方
に
つ
い

て
は
、
ご
案
内
と
申
請
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
場
合
は
、
同
封
し
た

申
請
書
、
保
険
証
兼
高
齢
受
給
者

証
、
収
入
が

確
認
で
き
る

書
類
（
確
定

申
告
書
の
控

え
、
源
泉
徴

収
票
等
）
を

持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
８
月
更
新
時
、
す
で
に

申
請
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
改
め

て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
�
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。出

産
育
児
一
時
金
が 

　

万
円
か
ら　

万
円
に

３０

３５

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

出
産
し
、
社
会
保
険
か
ら
出
産
一

時
金
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
は
、

出
産
育
児
一
時
金
と
し
て　

万
円

３０

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
の
改
正
に
よ
り
、　

月
１
日
以

１０

降
に
出
産
さ
れ
た
方
か
ら　

万
円

３５

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
妊
娠　

週
（　

日
）
以

１２

８５

降
で
あ
れ
ば
、
死
産
・
流
産
で
も

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
に
は
、
被
保
険
者
証
、
母

子
健
康
手
帳
（
死
産
・
流
産
の
場

合
は
医
師
の
証
明
書
）、世
帯
主
の

口
座
番
号
等
が
分
か
る
書
類
、
印

鑑
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

全
国
地
域
安
全
運
動
を
実
施

被
害
の
防
止
▼「
振
り
込
め
詐
欺
」

や
侵
入
盗
な
ど
の
身
近
な
犯
罪
被

害
の
防
止
▼
街
頭
に
お
け
る
ひ
っ

た
く
り
、
痴
漢
被
害
の
防
止
▼
自

転
車
・
オ
ー
ト
バ
イ
等
の
乗
り
物

盗
被
害
の
防
止

　

田
無
警
察
署
で
は
、
皆
さ
ん
の

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
に
無
料
で

犯
罪
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
同
署
生
活
安
全
課

防
犯
係
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

ネ
ッ
ト
市
民
の
つ
ど
い

　

今
年
も
市
民
の
皆
さ
ん
に
「
安

全
で
明
る
く
住
み
よ
い
街
づ
く

り
」
に
つ
い
て
一
層
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
く
た
め
、「
安

全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
市

民
の
つ
ど
い
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月
４
日
（
水
）
午
後

１０

１
時
〜
４
時
半
（
正
午
開
場
）

　
【
会
場
】保
谷
こ
も
れ
び
ホ
ー
ル

３
階
（
西
東
京
市
中
町
１
ノ
５
ノ

１
）

　
【
定
員
】
２
５
０
人

　
【
入
場
料
】
無
料

　

詳
し
く
は
田
無
警
察
署
生
活
安

全
課
防
犯
係
�
４
６
７
・
０
１
１

０
ま
た
は
市
総
務
部
総
務
課
庶
務

係
� 
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　市では、毎年１０月１日の市制施行記念

日に、市の公益の増進に寄与し、市民の

生活と文化の向上に

特に功労のあった方

を表彰しています。

　今年も午前１０時半

から中央公民館で表彰式典を開催し、総

勢６４人の方と７団体に表彰状または感

謝状を贈呈します。

　受賞者は次の通りです。

　【表彰状】保健衛生功労１人▼社会福祉
功労７人と１団体▼防災功労７人▼行

政功労２人▼納税功労１人▼善行２人

▼社会教育功労１人▼市民体育功労１４

人と２団体▼文化功労２人と１団体▼

産業技能功労１０人▼自治功労２人

　【感謝状】土地を寄付された方１５人と３
団体

　詳しくは総務部総務課秘書係�４７０・

７７１２へ。

東久留米市表彰式典
６４人と７団体を表彰

出
を
し
た
場
合
は
年
金
額
が

増
額
さ
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）。

　

た
だ
し
、
繰
り
下
げ
を
選
択

し
て
い
る
間
は
、
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、　

歳
６５

ま
で
配
偶
者
に
加
給
年
金
が

付
い
て
い
た
方
の
場
合
、　

歳
６５

時
に
付
く
は
ず
の
振
替
加
算

も
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
ま

で
停
止
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
を
請
求
し
て
決

定
さ
れ
た
支
給
率
は
生
涯
変
わ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、繰
り
上
げ
・

繰
り
下
げ
は
一
度
手
続
き
を
し

て
し
ま
う
と
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上

げ
・
繰
り
下
げ
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務

所
�
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
へ
。

青
色
申
告
で
事
業
発
展
を
！

　

青
色
申
告
を
行
う
と
、
記
帳
す

る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
経
営
状
態

が
分
か
る
と
と
も
に
、
税
金
面
で

も
、
①
青
色
申
告
特
別
控
除
②
青

色
事
業
専
従
者
給
与
の
適
用
（
届

け
出
が
必
要
）
③
純
損
失
の
繰
越

控
除
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
典
が
あ

り
大
変
有
利

な
制
度
と

な
っ
て
い
ま

す
。ぜ
ひ
、こ

の
機
会
に
青

色
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

新
た
に
青
色
申
告
を
さ
れ
る
場

合
、
税
務
署
に
青
色
申
告
承
認
申

請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

申
請
書
の
記
載
方
法
、
記
帳
の

仕
方
、
内
容
に
関
し
て
等
、
詳
し

く
は
東
村
山
税
務
署
個
人
課
税
第

１
部
門
審
理
指
導
担
当
�
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
内
線

４
１
５
）
へ
。

　

月　

日（
水
）〜　

日（
金
）

１０

１１

２０

記
帳
は
簡
単
・
大
き
な
特
典

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

わたしの

見てある記見てある記

　

先
日
、「
東
久
留
米
か
ら
の
梅

だ
よ
り　

梅
う
ふ
ふ
」
の
発
売

記
者
発
表
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

記
者
の
皆
さ
ん
の
ほ
か
、
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
発

売
す
る
ワ
イ
ン
の
試
飲
も
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
大
変
好
評

で
、
こ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

き
た
者
と
し
ま
し
て
も
地
域
産

業
振
興
委
員
会
・
東
久
留
米
酒

販
組
合
・
梅
生
産
農
家
の
皆
さ

ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
市

内
限
定
発
売
８
０
０
０
本
で
す
。

ぜ
ひ
一
度
お
試
し
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
敬
老
の
日
も
過
ぎ
ま

し
た
が
、
今
年
の
市
内
百
歳
以

上
の
お
年
寄
り
は
、　

人
（
女

２４

性　

人
・
男
性
３
人
）
で
、
最

２１
高
齢
者
は
１
０
８
歳
で
す
。
高

齢
化
率
も　

㌫
に
達
し
、
全
人

２０

口
の
５
人
に
１
人
が　

歳
以
上

６５

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
統

計
デ
ー
タ
で
は
、
大
都
市
に
人

材
を
供
給
し
て
き
た
地
方
よ
り

も
、
大
都
市
圏
の
高
齢
化
が
進

行
す
る
と
の
見
方
も
あ
り
、
今

後
の
社
会
保
障
制
度
・
高
齢
者

施
策
・
税
体
系
ほ
か
、
多
く
の

課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。
全

国
均
一
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
維
持

を
目
的
と
し
て
き
た
地
方
交
付

税
制
度
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
都
市
経
営
の
あ

り
方
が
大
き
く
変
わ
る
時
代
を

迎
え
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
今
を

生
き
る
者
の
責
任
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
都
市
経
営
手
法
が
通

用
し
な
い
時
代
が
来
つ
つ
あ
る

こ
と
を
明
確
に
伝
え
る
べ
き
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。


